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令和元年度  宮崎市通所介護事業所連絡協議会（案） 

総会 

 

                        日時：令和３年 3月 5日（金） 

                           18：00～19：０0 

                        場所：リモート会議 

会 次 第 

 

1、 開会 

2、 会長挨拶 

3、 議長選出 

4、 総会 議事 

（1） 第１号議案 令和２年度事業報告について 

（2） 第２号議案 令和２年度決算承認・監査報告について 

（3） 第３号議案 役員改選について 

（4） 第４号議案 令和３年度事業計画（案）について 

（5） 第５号議案 令和３年度収支予算（案）について 

（6） 第６号議案 会則の変更 

5、 閉会 

6、 その他・事務局から連絡 

7、 終了 
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令和３年度 

宮崎市通所介護事業所連絡協議会 事業計画（案） 

 

1、事業方針 

令和２年度では、新型コロナウイルスの影響により、従来の活動が十分に行なうことができませ

んでした。しかし、役員同士で知恵を出しながら、会員の方々に対して何ができるのかを模索し続

けた１年でありました。 

来年度は、この経験を活かし、新たな宮崎市通所介護事業所連絡協議会の活動方法を確立してい

きたいと思います。 

具体的には、新年度法改正による新加算取得への対応、行政との連携の強化を図り、会員の方々

の不安を少しでも払拭できるような体制づくりを構築していきます。 

また、来年度も会員の方々との横のつながりが、更に強くなれる１年にしたいと思っています。 

 

2、重点項目 

  （1）円滑な運営のための情報収集及び情報交換 

  （2）通所介護事業所職員の知識及び技術向上にかかる研修会の開催 

  （3）通所介護事業の市民への啓発・広報活動 

  （4）関係機関団体との連絡調整 

  （5）介護保険制度に対する諸問題等への取り組み 

  （6）通所介護事業所間の連携と会員拡大 

 

3、会務の運営 

  （１）総 会       年 １ 回 

  （２）役 員 会       2 ヶ月に 1 回 

  （３）会計監査の実施       年 １ 回 

 

4、具体的事業 

  （1）研修・情報交換委員会 

    目的：介護保険制度改正に伴い、他事業所との情報交換や意見交換を行いながら、更なる

各通所介護事業所との繋がりの強化を行う。また、医療や他職種との情報交流会

等を盛り込み、横の繋がりを広げる。さらに現場職員のニーズによる研修を行う

事により意識向上やスキルアップを図っていく。 

   

 

（2）インタラクト（交流）委員会 

    目的：「地域共生社会」の理念として「地域課題の解決」「地域の丸ごとつながり」「地 

域を基盤とする包括的支援の強化」「福祉人材の機能強化・最大活用」の４つの柱が
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ある。またデイサービスは事業所数が多く、多職種で機能している。そのような現状

の中で、今後デイサービスが社会にとって必要とされる事業所となる為に、様々な人

と「インタラクト＝交流、互いに働きかける」が図れる場を設け、情報共有を行いな

がら、地域共生社会の理念に沿った活動ができるよう展開する。 

     

５、令和元年度 宮崎市通所介護事業所連絡協議会 事業報告 

 

（１）総会 

 第１３回宮崎市通所介護事業所連絡協議会 総会 

     日時：令和２年３月 5日（金） 18：00 

     場所：リモート会議 

     議案 

       第一号議案 令和元年度事業報告 

       第二号議案 決算承認・監査報告 

       第三号議案 役員改選 

       第四号議案 令和 3年度 事業計画 

       第五号議案 令和 3年度 収支予算 

 

（２）役員会 

 

第１回 

   日時：  令和２年５月 18日 1９：０0～ 

   場所：  リモート会議 

   審議事項：・会員の方から頂いた、新型コロナウイルスへのアンケート集計 

         

第２回 

   日時：  令和 2年 8月 19日 18：30～ 

   場所：  リモート会議 

   審議事項：・各員会の上半期の報告と下半期の活動予定について 

        ・コロナ禍の中での取り組み方法について         

 

第３回 

   日時：  令和 2年 8月 28日 11：０0～ 

   場所：  市役所 

   審議事項：・新型コロナウイルスに関する協議書について 
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第 4回 

   日時：  令和 2年 9月 14日 14：０0～ 

   場所：  市役所 

   審議事項：・新型コロナウイルスに関する協議書についての返答 

 

第 5回 

   日時：  令和 2年 10月 20日 18：30～ 

   場所：  リモート会議 

   審議事項：・会員の方に向けたリモート会議について 

 

第 6回 

   日時：  令和３年 1月 25日 17：30～ 

   場所：  リモート会議 

   審議事項：・リモート座談会について 

        ・新型コロナウイルスに関する情報収集について 

 

第 7回 

   日時：  令和 3年 2月 1日 14：０0～ 

   場所：  市役所 

   審議事項：・新年度の総合事業の内容について 

 

第 8回 

   日時：  令和 3年 2月 10日 15：０0～ 

   場所：  市役所 

   審議事項：・新型コロナウイルスに関する協議書について 

 

第 9回 

   日時：  令和 3年 3月 5日 18：０0～ 

   場所：  リモート会議 

   審議事項：・今年度の事業報告、来年度の役員について 

        ・総会について 

 

        

（３）他活動 

 

 



令和２年度 委員会活動報告書 

委員会名 研修・情報交換委員会 役員数 

４名 委員長名 坂口仁志 

 

委員会の目的 

年度活動計画 

情報交換や意見交換を行いながら通所事業所間のつながりの強化を目指す。 

法改正に向けての講演や研修会を通じて意識の向上やスキルアップを図る。 

委員会開催数 委員会 3回   

 

項目 内容 

委員会 

令和２年 9月 9日（水） 

参加者   6 名 

・研修内容について 

小濱先生の研修を開催予定 

               於：ＺＯＯＭ会議 

委員会 

令和２年 10月 3日（金） 

参加者  2 名 

・12/7研修会について 

 （参加者状況確認等） 

                                  於： ＺＯＯＭ会議 

研修会 

令和 2年 12月 7日（月） 

参加者約 41名 

・第 1回研修会 

 「2021年度介護保険法改正の解説 

   講師：小濱 道博先生」 

                                  於：ＺＯＯＭ会議 

委員会 

令和 3年１月 25日（月） 

参加者   6 名 

・会員に向けての参加型のリモート座談会について 

 

於：ＺＯＯＭ会議 

研修会 

令和 3年 2月 5日（金） 

参加者約 11名 

・第 2回研修会 

 「介護施設の為のリモートＤＥ座談会」 

 コロナ等の悩みや不安をぶつけてみませんか？ 

於：ＺＯＯＭ会議 

講師等とのやり取り 小濱先生においてはメールを中心に行った。 

目標達成度 

委員会活動の 

今後の課題 

今年度は新型コロナウイルス感染症が流行し、大人数での研修が出来ない状況があり、研修は

２回だけの開催になり、昨年度以下の開催に終わってしまいました。研修内容としては、コロナ禍

で出来るＺＯＯＭ会議に初めて挑戦し、小濱先生に講師を依頼し、2021 年度介護保険制度改正

の研修を開催しました。改定に向けた学びの機会を設けることができました。今回、リモートを活

用した研修や座談会を開催したことで、次年度は現場職員が気軽に参加出来きるような、よりニ

ーズの高い研修会の企画を行い、会員事業所全体で学びの質を上げられるよう取り組んでいき

たいと思っています。 

 



令和 2年度 委員会活動報告書 

 

委員会名 インタラクト（交流）委員会 役員数 

２名 委員 黒木 宣彦 甲斐 輝彦 

 

委員会の目的 

年度活動計画 

 地域包括ケアシステムの中で「地域共生社会」が謳われている。地域共生

社会の４つの柱として「地域課題の解決」「地域の丸ごとつながり」「地域を

基盤とする包括的支援の強化」「福祉人材の機能強化・最大活用」がある。こ

の柱に沿って、平成 30年度は様々な人と「インタラクト＝交流、互いに働き

かける」が図れる場を設けていき、地域共生社会の実現に向けて取り組むよ

う展開する。 

委員会開催数 打合せ ４回  

 

項目 内容 

コロナ関連についての 

会員事業所への聞き取り 

令和 2年 10月～11月 

 

新型コロナ感染に対する事業所の不安解消や情報共有の為、会員事

業所への聞き取りを全役員で実施し 11月のホームページへ記載した。 

  

 

コロナ関連についての 

行政への質疑準備の補助 

令和 2年 2月 10.日 

 

 嶋田喜代子議員を窓口にして、新型コロナウィルス感染に対し事業所

への行政対応の方法やマニュアル提示の要請を質問文章にして宮崎市

議会にて協議してもらった。 

 

 

 

新型コロナウィルス感染関連

事業所への聞き取り実施 

令和 3年 2月 16日、25日 

          

 

 年度末に新型コロナウィルス感染にて、休業要請を受けた事業所へ聞

き取りや現状の状態を伺い、共通の情報として取りまとめた。  

 

委員会活動 

 

 

 

 

 MRT主催 福祉イベント  中止 

 

 

  

 

１． 目標達成度 

 

２．委員会活動        

の今後の課題 

１．新型コロナウィルスの影響により、イベントや交流の機会を設けることが出来な

かったが、各事業所での不安や、情報を解消すべく、IT との連携を図り、横の繋が

りを設ける取り組みを行ってきた 

 

２．コロナ禍により、密状態を作ることや、イベントの在り方を見直さなければならな

い。横の繋がりを強化し、更に他分野の方も興味を持ってもらえるような取り組み

の見直しを行っていくことが喫緊の課題となった。 

 

 



令和２年度 委員会活動報告書 

委員会名 IT委員会 役員数 

１名 委員長名 国島 暢高 

 

委員会の目的 

年度活動計画 

協議会の研修、および情報交換を対面式だけでなく、オンラインでも可能にする。 

協議会の情報の発信を更に加速する。 

委員会開催数 一人委員だっため、委員会は開催せず、イベント毎に対応を行った。 

 

項目 内容 

HP更新作業 

4月 25日 コロナウイルスに関するアンケート集計結果を掲載 

5月 5日  新会長の所信表明を掲載 

8月 26日 役員会議事録を掲載 

9月 30日 宮崎市役所への質問に対する回答を掲載 

10月 22日 第１回オンライン研修会の告知、Facebook、Twitterでも行う。 

11月 21日 会員事業所に対して行ったコロナ対策についての聞き取り結果を掲載 

2月 22日  緊急コロナアンケート結果と座談会結果を掲載 

令和 2年 12月 7日（月） 

第１回研修会 

オンラインセミナー 

・研修参加登録のためのアンケートフォーム作成 

・１１月１６日（月）zoom事前テストの開催 

・zoom研修のための ID、パスワードの通知 

・研修後アンケートの実施 

令和 3年 2月 5日（金） 

コロナ禍 

Zoom座談会 

・新型コロナ感染症アンケートの実施 

・zoom座談会のセッティング 

Zoom役員会議 
・通所連絡協議会用 zoomアカウントの作成 

・zoom使用方法の指導 

目標達成度 

委員会活動の 

今後の課題 

今年度は、突然のコロナ禍に陥り、対面でのミーティングや研修の開催が難しくなったため、

全てをオンラインで行う必要が発生しました。そのため、急遽 IT 委員会を立ち上げ、そのための

インフラ的作業を行いました。結果として、移動せずにミーティングや研修が開催できるようにな

り、利便性が向上した。また座談会といった簡易的な意見交換会も簡単に開催できるようになり、

協議会として活動の幅を広げることができた。 

現状の課題として、会員事業所とのやり取りを FAXに依存しており、会員事業所に回答を求め

る際も FAX での返信、それを集計と手間が２重、３重にかかっている。この一連の流れをオンラ

イン化することで、事務局と会員事業所の手間を減らし、より双方向の関係性を強くすることを目

指したい。また、ホームページ内の会員事業所の紹介ページの更新が進んでいないので、完了

させることも課題である。 

 



収入の部

予　算　額 収　入　額

¥480,000 ¥354,000 6,000 円 × 59

円 × 0 来期分前納

個人会員 ¥6,000 ¥6,000 3,000 円 × 2

合計会員 ¥360,000 61

雑収入 受取利息 ¥0 ¥7

¥486,000 ¥360,007

¥667,950 ¥667,950

¥1,153,950 ¥1,027,957

支出の部

予　算　額 支　出　額

事業費 ¥570,000 ¥211,040

研修費 ¥200,000 ¥50,880

雑費 ¥150,000 ¥2,160

出張交際費 ¥170,000 ¥158,000

各種委員会 ¥50,000 ¥0

事務費 ¥305,000 ¥186,750

通信運搬費 ¥40,000 ¥40,000

印刷製本費 ¥80,000 ¥80,000

消耗品費 ¥70,000 ¥11,200

ホームページ運営費 ¥100,000 ¥55,550

雑費 ¥15,000 ¥0

予備費

当期支出合計（ｃ） ¥875,000 ¥397,790

宮崎市通所介護事業所連絡協議会 　令和２年度収支決算

会　費

事業所会員

８/７受取利息  ３円　２/22受取利息　　4円

キャンセル料・消費税

電話代・FAX代・事務局費

印紙代・事務局費

引き落とし手数料

ドメイン使用料・ＨＰ作成・振込手数料

役員交通費等　158,000円

科　　目 摘　要

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

科　　目 摘　要

講師謝礼１名分　50,880円（手数料含む）

接待交際費　2,160円



次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） ¥278,950 ¥630,167
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宮崎市通所介護事業所連絡協議会 

令和２年度 役員名簿 

 

１ 会長 内山 竜一 デイサービスセンターもっときっと 

２ 副会長 田村 寛 ＴＭリハサービス 

3 副会長 飛土 智美 三愛園 在宅介護支援センター 

4 理事 山村 幸恵 グループホーム シルヴァーリージャ 

5 理事 蛯原 宗明 希望ヶ丘リハデイサービス 

6 理事 坂口 仁志 リハビリデイサービス Ｌｏｃｏｍｏ 

7 理事 東 真苗美 デイサービスほおずき 

8 理事 黒木 宣彦 （株）ビブレアール宮崎 

9 事務局 野﨑 稜太 宮崎南デイサービスセンター 

10 会計 甲斐 輝彦 芳生苑デイサービスセンター 

11 監事 児玉 博文 デイサービスしらふじ 

12 監事 国島 暢高 リハビリデイサービス Ｌｏｃｏｍｏ 

 

 

事務局 宮崎南デイサービスセンター 

電 話 ６５－２８９９ 

ＦＡＸ ６５－１７００ 

E-mail aisin@face.ne.jp 

mailto:aisin@face.ne.jp


宮崎市通所介護事業所連絡協議会 

令和３年度 役員名簿（案） 

 

１ 会長 内山 竜一 デイサービスセンターもっときっと 

２ 副会長 田村 寛 ＴＭリハサービス 

3 理事 黒木 宣彦 （株）ビブレアール宮崎 

4 理事 山村 幸恵 グループホーム シルヴァーリージャ 

5 理事 蛯原 宗明 希望ヶ丘リハデイサービス 

6 理事 坂口 仁志 リハビリデイサービス Ｌｏｃｏｍｏ 

7 理事 東 真苗美 デイサービスほおずき 

8 理事 飛土 智美 三愛園 在宅介護支援センター 

9 事務局・会計 野﨑 稜太 宮崎南デイサービスセンター 

10 理事 甲斐 輝彦 芳生苑デイサービスセンター 

11 監事 児玉 博文 デイサービスしらふじ 

12 監事 国島 暢高 リハビリデイサービス Ｌｏｃｏｍｏ 

 

 

事務局 宮崎南デイサービスセンター 

電 話 ６５－２８９９ 

ＦＡＸ ６５－１７００ 

E-mail aisin@face.ne.jp 

mailto:aisin@face.ne.jp


令和 3年度研修・情報委員会事業計画(案) 

 

                       令和 3年 2月 27日 

宮崎市通所介護事業所連絡協議会  

会 長  御中 

 

研修・情報委員会 

委員長  坂口 

委員  田村、野崎、蛯原 

１）事業目的 

今年度はコロナ禍で高齢者介護施設での感染事例も発生し、通

所介護事業所にとって独自で感染対策を行うなど試行錯誤す

る状況がありました。他事業所との情報交換や意見交換を行い

ながら、各通所介護事業所のつながりを強化していく。更に現

場職員のニーズによる研修を行う事により意識の向上やスキ

ルアップを図っていく。 

２）実施予定 
年 4回  ６月、９月、１２月、２月 

（内懇親会を取り入れる） 

３）実施場所 市民プラザほか、懇親会がある時は会場が併用できる場所 

 

４）動員予定数 

 

８０人から１００人 
(動員増への工夫・取組) 

会員へ早めに通達する。アンケートの希望を取り入れる。(現

場向けの講座等) 

５）対象 通所連絡協議会員・その他（研修関係機関） 

６）事業概要 

コロナ禍で、大人数での研修が中止なっている影響で、今年度

の研修計画が立てる事が出来ず、12月にリモート研修という

形で 2021年度介護保険制度改正の解説を小濱先生に講義して

頂きました。初めてのリモート研修でしたが、40名近くの会

員方に参加して頂き、新しい研修の形を取り組むことが出来ま

した。来年度に向けては、今年度の経験を活かしながら会員ア

ンケートを元に、現場職員からより高いニーズをピックアップ

して研修会を企画していく。宮崎市通所介護事業所連絡協議会

会員事業所全体でスキルアップできるよう取り組んでいきた

い。 

 

 

 

 

 

７）備 考 
研修会後に懇親会を行い、その後のつながりが出来るようにし

て行きたい。 
 



令和 3年度宮崎市インタラクト（交流）委員会事業計画(案) 

 

                       令和 3年 3月 1日 

宮崎市通所介護事業所連絡協議会  

会 長  御中 

 

宮崎市インタラクト（交流）委員会 

 

委員長  黒木 宣彦 

   委員  甲斐 輝彦 

 

１）事業目的 

 地域包括ケアシステムの中で「地域共生社会」が謳われてい

る。地域共生社会の４つの柱として「地域課題の解決」「地域

の丸ごとつながり」「地域を基盤とする包括的支援の強化」「福

祉人材の機能強化・最大活用」がある。この柱に沿って、平成

31 年度は様々な人と「インタラクト＝交流、互いに働きかけ

る」が図れる場を設けていき、地域共生社会の実現に向けて取

り組むよう展開する。 

２）実施予定 
新型コロナウィルス関連情報に基づき企画検討中 

福祉イベント実施の際は、協議会全体で協力をしていく 

３）実施場所 検討中 

４）動員予定数 

(動員増への工夫・取組) 

会員や関係者へ早めに通達する。ニーズや目的に沿って開催す

る為に、どのようなテーマが良いか、どのように実行していく

のか、様々な関係機関とで話し合い、時事に沿った内容で行う。 

５）対象 宮崎市に住んでいる方 

６）事業概要 
１．宮崎市への広報、宮崎市から広報 

２．各関係機関との連絡、調整 

７）備 考 全委員会等、会員事業所への協力要請 
 



令和 3年度研修・情報委員会事業計画(案) 

 

                       令和 3年 3月 5日 

宮崎市通所介護事業所連絡協議会  

会 長  御中 

 

IT委員会 

委員長  飛土 

委員  国島 

１）事業目的 

コロナ禍において、対面での集まりが難しい状況にありま

す。そういった中でも IT を活用することで、通所介護事業所

連絡協議会内の意見交換を活発にし、協議会活動を外部へ情報

発信することを目的とする。 

２）実施予定 

１．会員との連絡を電子メール化にする。 

２．研修委員会で予定されるオンライン研修の準備を行う。 
３．ホームページの適宜更新する。 

４．ホームページ内の会員紹介ページの見直しを行う。 

５．必要に応じて、本協議会の役員作業の IT化を行う。 

３）作業場所 特に指定しない。 

４）事業概要 

１．会員事業所から連絡用の電子メールを提出してもらい、メ

ーリングリストを作成する。 

２．必要に応じて有料 zoomの検討を行う。 

３．Facebook、twitterをホームページ更新と連動させる。 

４．事務局と連携を図り、現会員の紹介がホームページ内で行

われているか確認する。 

５．ネットバンキングの活用ができるかを検討し、必要に応じ

て準備をする。 

５）備 考 
流動的なタスクも発生する可能性が高いので、柔軟に対応して

いく。 
 



収入の部

6,000 円× 60 事業所

個人会員 3,000 円× 2

合計会員 62

雑収入 受取利息

支出の部

事業費

研修日

雑費

出張交通費

各種委員会

事務費

通信運搬費

印刷製本費

消耗品費

ホームページ運営費

雑費

予備費

当期支出合計（ｃ）

1年間分　電話代・FAX代

1年間分　印刷代・事務局費

事務用品

ドメイン使用料・レンタルサーバー代・サポート料

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

科　　目 摘　要

講師謝礼金他

年間役員会議費他

¥366,000

¥630,167

¥996,167

予　算　額

宮崎市通所介護事業所連絡協議会　令和３年度収支予算（案）

科　　目 摘　要

会　費

事業所会員

予　算　額

¥360,000

¥6,000

¥0

¥570,000

¥200,000

¥150,000

¥170,000

¥50,000

¥15,000

¥875,000

¥305,000

¥40,000

¥80,000

¥70,000

¥100,000



次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） ¥121,167



（名　称）

第１条　　 本会は、宮崎市通所介護事業所連絡協議会　とする。

（事務局）

第２条 本会の事務局を、会長が別に定める通所介護事業所内におく

（目的）

第３条 本会は、通所介護（「介護予防通所介護」を含む。以下同じ。）事業に

従事する職員の資質の向上を図るとともに、通所介護事業所間の情

報の共有化や連携を強化することにより、適切で効果的な通所介護

サービスの提供と宮崎市の高齢者福祉の推進に寄与することを目的

とする。

（活動内容）

第４条 　本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。

（１）通所介護事業の円滑な運営のための情報収集及び情報交換

（２）通所介護事業所職員の知識及び技術の向上に係る研修会の開催

（３）通所介護事業の市民への啓発・広報活動

（4）関係機関・団体との連絡調整

（５）介護保険制度に対する諸問題への取り組み

（６）会員の親睦に関する行事

（７）その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項

第２章　　会　員

（会員）

第５条 　本会の会員は、宮崎市にて通所介護事業を実施している事業所及び

宮崎市が保険者となっている利用者に対して通所介護サービスを提供

している事業所に従事する者のうち、本会の目的に賛同する事業所会員

または個人会員により構成する。

宮崎市通所介護事業所連絡協議会　会則

第１章　　総　則



（入会）

第６条 本会に入会を希望するものは、会長が別に定める「入会申込書」により、

会長に申し込まなければならない。

（会費）

第７条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格喪失）

第８条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を自動的に

喪失する。

（1）退会したとき

（2）会員である事業所が通所介護事業を廃止若しくは休止したとき

（3）1年以上会費を滞納したとき

（4）除名されたとき

（退会）

第９条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）

第１０条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の

３分の２以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において、その会員は

議決の前に弁明することができる

（1）本会の会則に違反したとき

（2）本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為を行ったと認められるとき

（拠出金品の不返還）

第１１条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第３章　　役　員

（役員）

第１２条 本会を運営するために次の役員をおく

（１）理事　　 ９名以上

（２）監事　　 ２名以上

２、 理事のうち、１名を会長、1～２名を副会長、１名を会計とする。



（役員の選任等）

第１３条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。

２、 会長、副会長、会計は、理事の互選によりこれを定める

３、 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

（役員の職務）

第１４条 会長は本会を代表し、会を総括する

２、 副会長は、会長を補佐し、会長が事情により職務が遂行できない時は

その職務を代行する

３、 会計は、本会の予算執行及び財産管理等に関する業務を行う。

４、 理事は、役員会を構成し、会則および総会の議決に基づき、本会の

業務を執行する。

５、 監事は次に掲げる業務を行う。

（1）財産及び会計の状況を監査すること

（２）理事の業務執行の状況を監査すること

（３）財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を

　　発見したときは、これを総会、役員会に報告すること

（４）前号の報告をするため必要があるときは、総会または役員会を

　　招集すること

（任期）

第１５条

２、

３、 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の

残任期間とする。

４、 役員は、辞任又は任務満了においても、後任者が就任するまでは、そ

の職務を行わなければならない。

（解任）

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席し

た会員の３分の２以上の議決に基づき、解任することができる。この

場合、その役員は議決の前に弁明することができる。

（1）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると

　　認められるとき

会長の任期は２年とする、ただし再任を妨げない。

役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。



（役員の報酬等）

第１7条

２、

３、

（１）

（２）

（３） 理事（会長・副会長を除く）・会計・監事

第４章　　総　会

（総会）

第1８条 本会の総会は、毎年１回以上これを開催する。

２、 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することが

できる

（1）会長が必要と認めるとき

（2）役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき

（3）役員の３分の１以上から書面をもって招集の請求があったとき

（4）監事が会則第１４条第５項第４号に基づき、書面をもって役員会

　　に招集の請求をしたとき

３、 総会の招集は、日時、場所並びに会議に付すべき事項を記載した書面を

もって、少なくとも７日前までに会員に通知しなければならない。

４、 総会を開催することが困難な状況が発生した場合、会長の判断で資料を

ホームページに掲載し、議決を図ることができる。

（議決事項）

第1９条 総会は、次の各号に掲げる審議を行い議決する。

（1）本会の事業計画及び予算に関すること

（2）本会の事業報告及び決算に関すること

（3）本会の規約の改正に関すること

（4）その他必要な事項

本会は、役員に対し、次の各号に定める交通費を上限とし支給する。

会　長 年額 ２０，０００円

役員の報酬等については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にある

ことのみによっては支給しない。

前項の規定にかかわらず、会務で渉外活動をした場合、1回につき渉外費を１，０００円とし

支給する事ができる。

第２項の金額は役員の地位による業務量を勘案し、上限を設ける。

年額 １２，０００円

副会長 年額 １５，０００円



（定足数、議決等）

第２０条 総会は、会員の過半数（委任状含む）の出席をもって成立し、出席者の

過半数の賛同をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

２、 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理者（出席

会員に限る）にその権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。

第５章　　役　員　会

（役員会）

第２１条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催することが

できるものとし、議長は会長が務める。

（1）会長が必要と認めるとき

（２）理事の３分の１以上が書面をもって請求するとき

（役員会の議決事項）

第２２条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議議決する。

（１）総会で議決した事項の執行に関すること

（2）総会に付議すべき事項

（3）その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項

（役員会の定足数、議決等）

第２３条 役員会の議決は、理事の過半数の出席により成立し、その出席者の過半

数をもってこれを議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第６章　　会　計

（経費）

第２４条 本会の運営に関する経費は、会費、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。

（会計年度）

第２５条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。



　第７章　災害対策基金（災害対策基金の積み立て）

本会は大規模災害にかかる義援金を拠出することができる。 

２・災害義援金は被災状況などを考慮して役員会において決定する。 

３・災害義援金には会員による任意での寄付金を含めることができる。

第８章　　その他

第２８条 その他、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。

附則 １、この会則は、平成２０年４月１日から施行するものとする。

２、平成23年4月1日改正

３、平成25年4月1日改正

４、平成29年4月1日改正

５、平成30年4月１日改正

６、令和2年4月１日改正

６、令和３年4月１日改正

第２７条

第２６条 大規模災害に係る義援金を積み立てることが出来る。


